
主幹教諭研修

研修テーマに関する法規について

教職員のメンタルヘルスケア



１ 教員の身分と職務について

地 方 公 務 員
【地方公務員法第３条】

教育公務員

《一般職》 《特別職》

首長・議長など

一定の任期あるい

は雇用期間を限っ

て任用される。 

原則として、終身職である。 

教 育 公 務 員
【教育公務員特例法第２条】

校長（園長も含む）

教員

指導主事

社会教育主事 等



１ 教員の身分と職務について

【学校教育法第37条】（小学校）

【学校教育法第49条】（中学校）

【学校教育法第62条】（高等学校）

【学校教育法第82条】（特別支援学校）《教員》

《校長》

教諭は、児童の教育をつかさどる。

教 員 の 職 務

①児童生徒の教育活動を行う

②分掌しているその他の校務

③教務事務

④教育課程外の教育活動

⑤文書作成

⑥保護者・地域住民との連絡・調整

⑦施設及び設備の管理 等

教員の職務の範囲

校長は、校務をつかさどり、

所属職員を監督する。



２ 教員の服務について

【日本国憲法】

第十五条

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

【地方公務員法】

第三十条（服務の根本基準）

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且

つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければなら

ない。

服務＝その職務に従事するときに守らなければいけない

規律や義務



２ 教員の服務について

身
分
上
の
義
務

①信用失墜行為の禁止
地方公務員法第33条
→地方公務員法第29条①３（懲戒）

②秘密を守る義務

地方公務員法第34条
→地方公務員法第60条２、
地方公務員法第62条（罰則）

地方教育行政法第47条（適用の特例）

③政治的行為の制限
地方公務員法第36条
（教育公務員特例法第18条が優先）

④争議行為等の禁止
地方公務員法第37条
→地方公務員法第61条４（罰則）

地方教育行政法第47条（適用の特例）

⑤営利企業への従事等の制限
地方公務員法第38条
（教育公務員特例法第17条が優先）



２ 教員の服務について

職
務
上
の
義
務

①服務の宣誓 地方公務員法第31条

②法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務

地方公務員法第32条
地方教育行政法第43条②

③職務に専念する義務 地方公務員法第35条

【地方公務員法】

第三十条（服務の根本基準）

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且

つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければなら

ない。



２ 教員の服務について

職
務
上
の
義
務

①服務の宣誓 地方公務員法第31条

②法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務

地方公務員法第32条
地方教育行政法第43条②

③職務に専念する義務 地方公務員法第35条

【教育公務員特例法】

第十七条（兼職及び他の事業等の従事）

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の

事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権

者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を

兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

法律または条例の定めにより

例外規定あり



２ 教員の服務について

《具体例：出産・子育てのための支援制度（抜粋）》
① 産前産後休暇（勤務時間条例第13条、勤務時間規則第11条）（特別休
暇：有給）
出産予定日より８週間から産後８週間を経過する日まで取得することが

できる。
② 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等
に関する条例、職員の育児休業等に関する規則）（無給）
子が３歳に達する日まで取得できる。育児休業期間については、給与を

支給しないが、期末手当、勤勉手当は基準日に勤務していれば支給される。
職務復帰後に昇給を調整することができる。
なお、共済組合から育児休業手当金又は互助組合から育児休業支援金が

支給される。
③ 育児短時間勤務（勤務時間数に応じた給与）
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために取得できる。

④ 部分休業（無給）
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤務時間の

一部について勤務しないことができる。１日について２時間の範囲内で取
得することができる。勤務しない時間は、１時間当たりの給与を減額され
る。



２ 教員の服務について



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について

【労働基準法】

第一条（労働条件の原則）

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充た

すべきものでなければならない。

２ この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働

関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら

ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について

【労働安全衛生法】

第六十六条の十

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医

師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程

度を把握するための検査を行わなければならない。

【労働安全衛生規則】

第五十二条の九（心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方

法）

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期

に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理

的な負担の程度を把握するための検査（以下この節において「検査」

という。）を行わなければならない。



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について

《事例：ある教員が精神疾患と思われる理由により病気休暇を繰り返して

いる場合、校長は医師への受診命令を発することができるか。》



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について

《具体例：精神疾患による休職と復職》地方公務員法第28条第２項第１号
(1) 病気休暇
① 期間…一般の私傷病の場合は90日を超えない範囲内において最小限度
必要と認める日又は時間であるが、精神疾患の場合は180日を超えない範
囲内となる。期間が８日以上となる場合は、医師の診断書等が必要となる。
② 給与…満額支給される。
(2) 私傷病休職
① 期間…必要に応じ３年を超えない範囲内においてそれぞれ個々の場合
について任命権者が定める。（職員の分限に関する条例第４条第１項）
② 更新…休職の発令をした日から引き続き３年を超えない範囲内におい
てその期間を更新することができる。
③ 給与…休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手
当及び期末手当のそれぞれの100分の80が支給される。（徳島県学校職員
給与条例第16条第2項）ただし、あと２年は無給とするが、地方公務員等
共済組合法68条(傷病手当金)公立学校共済組合定款第26条（傷病手当金附
加金）徳島県教職員互助組合施行規19条の２（傷病手当金）の適用を受け
る。満３年を過ぎれば自然退職となる。
④ 病気休暇との関係…一般の私傷病の場合は、90日を超えた日から休職
となる。精神疾患、特定疾患の場合は、180日を超えた日から休職となる。



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について

《具体例：精神疾患による休職と復職》地方公務員法第28条第２項第１号
(3) 復職（徳島県教職員職務復帰支援制度）（職員の分限に関する条例第
４条）
① 目的…精神性疾患による病気休暇中又は病気休職中の教職員の円滑な
職務復帰及び精神性疾患の再発防止を図る。
② 職務復帰支援の流れ

《第１ステップ》療養に専念する時期
病気休業の開始及び休業中のケア

《第２ステップ》職務復帰の意思表示をする時期
主治医による職場復帰可能の判断

《第３ステップ》職場復帰プログラム実施の判断をする時期
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プログラムの作成

《第４ステップ》職場復帰プログラム実施の時期
最終的な職場復帰の決定

《第５ステップ》職場復帰後の支援と再発防止に努める時期
職場復帰後のフォローアップ（職場復帰支援事業）

職 場 復 帰



３ 労働者のメンタルヘルス（心の健康確保）対策について



４ 安全配慮義務について

【労働契約法】

第五条（労働者の安全への配慮）

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確

保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

第二十二条（適用除外）

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

安全配慮義務

社員が安全で健康に働くことができるように配慮しな

ければならない会社の義務



４ 安全配慮義務について

【労働契約法】

第五条（労働者の安全への配慮）

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確

保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

第二十二条（適用除外）

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

【民法】

第一条（基本原則）

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

２ 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければな

らない。



５ 公務上の災害補償について

【労働者災害補償保険法】

第一条（目的）

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、

疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な

保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又

は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族

の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉

の増進に寄与することを目的とする。

労働者災害補償保険制度

労働者自身の労働力を提供し、その対価を得て生

活を営む勤労者を保護するための制度



５ 公務上の災害補償について

【地方公務員法】

第四十五条（公務災害補償）

職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しく

は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態と

なり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となつた場合におい

てその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて

受ける損害は、補償されなければならない。



５ 公務上の災害補償について

【地方公務員災害補償法】

第一条（この法律の目的）

この法律は、地方公務員等の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は

死亡をいう。以下同じ。）又は通勤による災害に対する補償（以下

「補償」という。）の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共

団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関し

て必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して

必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の生活の安定と

福祉の向上に寄与することを目的とする。



５ 公務上の災害補償について

負傷

《公務遂行性》 《公務起因性》

公務上の災害又は通勤による災害の認定基準

公務災害の認定は、２つの要件を満たすことが必要

公務と災害の因果関係の認定が比較的容易

＋

任命権者の支配下にある状況

で災害が発生した場合

公務と災害の間に

相当因果関係がある場合

疾病 公務に起因して発生したかの判断が困難



主幹教諭研修
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